
オンライン資格確認等システムによる特定健診情報の提供について 

 

当組合は、オンライン資格確認等システムを導入しています。このシステムの機能の 1 つ

として、当健康保険組合に加入する前に加入していた保険者（旧保険者）において

実施された特定健診の情報を、当健康保険組合に提供することが可能となっています。 

特定健診情報の提供にあたっては、オンライン資格確認等システムを用いて提供を受け

る場合に限り、加入者の同意を得ることは不要とされていますが、旧保険者で実施され

た特定健診情報の提供を希望されない場合は「不同意申請書」の提出をお願いいたし

ます。 
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